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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　導波路を伝送路として、第１の電子機器が出力するベースバンド信号を、前記ベースバ
ンド信号よりも高い周波数帯域の信号に周波数変換した変調信号を送信する送信部と、
　前記第１の電子機器と、前記第１の電子機器が出力するベースバンド信号を受信する第
２の電子機器とが接続されたときに、前記第１の電子機器によって検出される、前記第２
の電子機器が内蔵する機構に相当する被検出機構であって、前記第１の電子機器と接続さ
れる被検出機構と、
　前記第２の電子機器が出力するベースバンド信号を周波数変換した変調信号を送信する
他の通信装置から送信されてくる変調信号のパワーを検出し、そのパワーに基づいて、前
記第１の電子機器と前記第２の電子機器との接続を検出する接続検出部と、
　前記第１の電子機器と前記第２の電子機器との接続が検出された場合に前記被検出機構
を前記第１の電子機器に接続し、前記第１の電子機器と前記第２の電子機器との接続の切
断が検出された場合に前記被検出機構を前記第１の電子機器から切断する制御部と
　を備える通信装置。
【請求項２】
　前記他の通信装置から送信されてくる変調信号を受信し、前記ベースバンド信号に周波
数変換する受信部をさらに備え、
　前記接続検出部は、前記他の通信装置から送信されてくる変調信号を周波数変換するこ
とにより得られる前記ベースバンド信号を用いて、前記変調信号のパワーを検出する
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　請求項１に記載の通信装置。
【請求項３】
　前記接続検出部は、前記他の通信装置から送信されてくる変調信号を周波数変換するこ
とにより得られる前記ベースバンド信号のDC(Direct Current)オフセットを、前記変調信
号のパワーとして検出する
　請求項２に記載の通信装置。
【請求項４】
　前記受信部は、前記他の通信装置から送信されてくる変調信号を周波数変換することに
より得られる前記ベースバンド信号として、差動信号を出力し、
　前記接続検出部は、前記差動信号のDCオフセットの差を、前記変調信号のパワーとして
検出する
　請求項３に記載の通信装置。
【請求項５】
　前記接続検出部は、
　　前記変調信号のパワーが、第１の閾値以上である場合に、前記第１の電子機器と前記
第２の電子機器とが接続されていると判定し、
　　前記変調信号のパワーが、前記第１の閾値より小さい第２の閾値以下である場合に、
前記第１の電子機器と前記第２の電子機器とが切断されていると判定する
　請求項１から４のいずれかに記載の通信装置。
【請求項６】
　前記被検出機構は、コモンモードインピーダンスで構成される
　請求項１から５のいずれかに記載の通信装置。
【請求項７】
　前記変調信号は、ミリ波帯の信号である
　請求項１から６のいずれかに記載の通信装置。
【請求項８】
　導波路を伝送路として、第１の電子機器が出力するベースバンド信号を、前記ベースバ
ンド信号よりも高い周波数帯域の信号に周波数変換した変調信号を送信する送信部と、
　前記第１の電子機器と、前記第１の電子機器が出力するベースバンド信号を受信する第
２の電子機器とが接続されたときに、前記第１の電子機器によって検出される、前記第２
の電子機器が内蔵する機構に相当する被検出機構であって、前記第１の電子機器と接続さ
れる被検出機構とを備える通信装置の制御方法において、
　前記通信装置による、
　　前記第２の電子機器が出力するベースバンド信号を周波数変換した変調信号を送信す
る他の通信装置から送信されてくる変調信号のパワーを検出し、そのパワーに基づいて、
前記第１の電子機器と前記第２の電子機器との接続を検出する接続検出ステップと、
　　前記第１の電子機器と前記第２の電子機器との接続が検出された場合に前記被検出機
構を前記第１の電子機器に接続し、前記第１の電子機器と前記第２の電子機器との接続の
切断が検出された場合に前記被検出機構を前記第１の電子機器から切断する制御ステップ
と
　を含む制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本技術は、通信装置、及び、制御方法に関し、特に、例えば、USB(Universal Serial B
us)規格に準拠したUSBホスト及びUSBデバイス等の電子機器どうしの接続の態様のバリエ
ーションを増やすことができるようにする通信装置、及び、制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　例えば、USB規格に準拠した電子機器としては、USBホスト（となる電子機器）とUSBデ
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バイス（となる電子機器）とがある。
【０００３】
　USBホストとUSBデバイスとは、例えば、USBケーブルを用いて接続され、USBホストが主
導的に、USBホストとUSBデバイスとの間の通信を制御する。
【０００４】
　USB規格は、バスパワー（ド）に対応しており、USBケーブルによれば、信号（データ）
の他、USBホストからUSBデバイスに対して、電源を供給することができる。
【０００５】
　但し、USB規格では、１本のUSBケーブルによって、電源として供給することができる電
流の上限が規定されている。そこで、消費電流がUSB規格の規定の上限を超えるUSBデバイ
スに対して、USBホストから、電源を供給する技術が提案されている（例えば、特許文献
１を参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開2012-008716号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　ところで、電子機器どうしの接続については、接続の態様のバリエーションを増やすこ
とが要請されている。
【０００８】
　本技術は、このような状況に鑑みてなされたものであり、電子機器どうしの接続の態様
のバリエーションを増やすことができるようにするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本技術の通信装置は、導波路を伝送路として、第１の電子機器が出力するベースバンド
信号を、前記ベースバンド信号よりも高い周波数帯域の信号に周波数変換した変調信号を
送信する送信部と、前記第１の電子機器と、前記第１の電子機器が出力するベースバンド
信号を受信する第２の電子機器とが接続されたときに、前記第１の電子機器によって検出
される、前記第２の電子機器が内蔵する機構に相当する被検出機構であって、前記第１の
電子機器と接続される被検出機構と、前記第２の電子機器が出力するベースバンド信号を
周波数変換した変調信号を送信する他の通信装置から送信されてくる変調信号のパワーを
検出し、そのパワーに基づいて、前記第１の電子機器と前記第２の電子機器との接続を検
出する接続検出部と、前記第１の電子機器と前記第２の電子機器との接続が検出された場
合に前記被検出機構を前記第１の電子機器に接続し、前記第１の電子機器と前記第２の電
子機器との接続の切断が検出された場合に前記被検出機構を前記第１の電子機器から切断
する制御部とを備える通信装置である。
【００１０】
　本技術の制御方法は、導波路を伝送路として、第１の電子機器が出力するベースバンド
信号を、前記ベースバンド信号よりも高い周波数帯域の信号に周波数変換した変調信号を
送信する送信部と、
　前記第１の電子機器と、前記第１の電子機器が出力するベースバンド信号を受信する第
２の電子機器とが接続されたときに、前記第１の電子機器によって検出される、前記第２
の電子機器が内蔵する機構に相当する被検出機構であって、前記第１の電子機器と接続さ
れる被検出機構とを備える通信装置の制御方法において、前記通信装置による、前記第２
の電子機器が出力するベースバンド信号を周波数変換した変調信号を送信する他の通信装
置から送信されてくる変調信号のパワーを検出し、そのパワーに基づいて、前記第１の電
子機器と前記第２の電子機器との接続を検出する接続検出ステップと、前記第１の電子機
器と前記第２の電子機器との接続が検出された場合に前記被検出機構を前記第１の電子機
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器に接続し、前記第１の電子機器と前記第２の電子機器との接続の切断が検出された場合
に前記被検出機構を前記第１の電子機器から切断する制御ステップとを含む制御方法であ
る。
【００１２】
　本技術の通信装置、及び、制御方法においては、通信装置において、前記第１の電子機
器と、前記第１の電子機器が出力するベースバンド信号を受信する第２の電子機器とが接
続されたときに、前記第１の電子機器によって検出される、前記第２の電子機器が内蔵す
る機構に相当する被検出機構が、前記第１の電子機器と接続される。その結果、前記第１
の電子機器では、通信装置の前記被検出機構が検出される。
【００１３】
　なお、通信装置は、独立した装置であっても良いし、１つの装置を構成している内部ブ
ロックであっても良い。
【発明の効果】
【００１４】
　本技術によれば、電子機器どうしの接続の態様のバリエーションを増やすことができる
。
【００１５】
　なお、ここに記載された効果は必ずしも限定されるものではなく、本開示中に記載され
たいずれかの効果であってもよい。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】電子機器どうしが電気ケーブルにより接続された通信システムの構成例を示す図
である。
【図２】通信システムの動作の例を説明する図である。
【図３】ミリ波帯の変調信号によるデータ伝送を行う通信システムの構成例を示す図であ
る。
【図４】通信部５３及び６３の構成例を示すブロック図である。
【図５】送信部７１及び受信部７２、並びに、送信部８１及び受信部８２の構成例を示す
図である。
【図６】本技術を適用した通信システムの第１実施の形態の構成例を示す図である。
【図７】通信部２０１の構成例を示すブロック図である。
【図８】通信システムの動作の例を説明するフローチャートである。
【図９】送信部２１１の構成例を示す図である。
【図１０】通信システムにおけるUSBホスト１０の動作の例を説明する図である。
【図１１】本技術を適用した通信システムの第２実施の形態の構成例を示す図である。
【図１２】通信部２５１の構成例を示すブロック図である。
【図１３】制御部２７１の構成例を示すブロック図である。
【図１４】被検出機構２６２、及び、接続検出部２８１の構成例を示す図である。
【図１５】判定部２９１による、USBホスト１０とUSBデバイス２０との接続状態の検出の
処理の例を説明する図である。
【図１６】制御部２７１の動作の例を説明するフローチャートである。
【図１７】本技術を適用した通信システムの第３実施の形態の構成例を示す図である。
【図１８】本技術を適用した通信システムの第４実施の形態の構成例を示す図である。
【図１９】本技術を適用した通信システムの第５実施の形態の構成例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　＜電子機器どうしが電気ケーブルにより接続された通信システム＞
【００１８】
　図１は、電子機器どうしが電気ケーブルにより接続された通信システムの構成例を示す
図である。
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【００１９】
　図１の通信システムでは、電子機器１０と電子機器２０とが、電気ケーブル３０により
接続される。
【００２０】
　電子機器１０は、電気ケーブル３０のコネクタ３１と接続可能なコネクタ１１を有し、
そのコネクタ１１を介して、電子機器２０等の他の機器との間で、ベースバンドのベース
バンド信号のやりとり（入出力）が可能になっている。
【００２１】
　電子機器２０は、電気ケーブル３０のコネクタ３２と接続可能なコネクタ２１を有し、
そのコネクタ２１を介して、電子機器１０等の他の機器との間で、ベースバンドのベース
バンド信号のやりとり（入出力）が可能になっている。
【００２２】
　また、電子機器２０は、電子機器１０と、電子機器１０が出力するベースバンド信号を
受信する電子機器２０とが接続されたときに、電子機器１０によって検出される被検出機
構２２を内蔵している。
【００２３】
　電気ケーブル３０は、ベースバンド信号としての電気信号の伝達に用いられる導体（以
下、ベースバンド用導体ともいう）を心線（コネクタ３１と３２とを接続する線）として
有するケーブルであり、一端には、電子機器１０に接続されるコネクタ３１が設けられ、
他端には、電子機器２０に接続されるコネクタ３２が設けられている。
【００２４】
　以上のように構成される通信システムでは、電子機器１０と２０とが、電気ケーブル３
０を用いて接続されると、すなわち、電子機器１０のコネクタ１１と電気ケーブル３０の
コネクタ３１とが接続されるとともに、電子機器２０のコネクタ２１と電気ケーブル３０
のコネクタ３２とが接続されると、電子機器１０では、電気ケーブル３０を介して、電子
機器２０が内蔵する被検出機構２２が検出され、この被検出機構２２の検出によって、電
子機器２０との接続が認識される。
【００２５】
　以上のように、被検出機構２２の検出によって、電子機器どうしの接続を検出（認識）
する方法は、例えば、USB(USB3.0)規格等で採用されている。
【００２６】
　以下、電子機器１０と電子機器２０が、例えば、USB規格に準拠した電子機器であると
して、本技術について説明する。
【００２７】
　電子機器１０と電子機器２０が、USB規格に準拠した電子機器である場合、電子機器１
０及び２０、並びに、電気ケーブル３０は、それぞれ、USBホスト、及び、USBデバイス、
並びに、USBケーブルであり、以下、USBホスト１０、及び、USBデバイス２０、並びに、U
SBケーブル３０とも記載する。
【００２８】
　また、電子機器１０と電子機器２０が、USB規格に準拠した電子機器である場合、電子
機器１０のコネクタ１１、及び、電子機器２０のコネクタ２１は、USBコネクタ（ソケッ
ト）（レセプタクル）であり、以下、コネクタ１１及び２１を、それぞれ、USBコネクタ
１１及び２１とも記載する。
【００２９】
　さらに、電子機器１０と電子機器２０が、USB規格に準拠した電子機器である場合、USB
ケーブル３０のコネクタ３１及び３２は、USBコネクタ（プラグ）であり、以下、コネク
タ３１及び３２を、それぞれ、USBコネクタ３１及び３２とも記載する。
【００３０】
　USBホスト１０は、例えば、PC(Personal Computer)やディジタルカメラ等の、独自に（
バスパワーによらずに）外部電源から電源の供給を受けるか、又は、内蔵するバッテリか
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ら電源の供給を受けて動作する、少なくとも、USBホストとなる機能を有する電子機器で
ある。
【００３１】
　USBホスト１０については、そのUSBホスト１０が有するUSBコネクタ１１に、USBケーブ
ル２０のUSBコネクタ３１が挿入されることで、USBコネクタ１１と３１とが接続（結合）
される。
【００３２】
　USBデバイス２０は、例えば、ディスクドライブ等の、バスパワーによる電源の供給、
又は、外部電源、若しくは、内蔵するバッテリからの電源の供給を受けて動作する、少な
くともUSBデバイスとなる機能を有する電子機器である。
【００３３】
　USBデバイス２０については、そのUSBデバイス２０が有するUSBコネクタ２１に、USBケ
ーブル２０のUSBコネクタ３２が挿入されることで、USBコネクタ２１と３２とが接続され
る。
【００３４】
　USBケーブル３０は、USB規格に準拠したケーブルであり、一端には、USBホスト１０に
接続されるUSBコネクタ３１が設けられ、他端には、USBデバイス２０に接続されるUSBコ
ネクタ３２が設けられている。USBケーブル３０の心線は、例えば、銅等のベースバンド
用導体で構成される。
【００３５】
　以上のように構成される通信システムでは、USBホスト１０とUSBデバイス２０とが、US
Bケーブル３０を用いて接続されると、USBホスト１０では、USBケーブル３０を介して、U
SBデバイス２０が内蔵する被検出機構２２が検出され、この被検出機構２２の検出によっ
て、USBデバイス２０との接続が認識される。
【００３６】
　USBデバイス２０が内蔵する被検出機構２２は、例えば、USB3.0規格やUSB3.1規格で採
用されているコモンモードインピーダンスとしての抵抗で構成される。
【００３７】
　USBホスト１０とUSBデバイス２０とが接続されると、USBホスト１０には、USBデバイス
２０が内蔵する被検出機構２２であるコモンモードインピーダンスが（電気的に）接続さ
れ、その結果、USBホスト１０（の内部側）からUSBコネクタ１１側を見たときのインピー
ダンスが、USBホスト１０とUSBデバイス２０とが接続されていない場合と、USBホスト１
０とUSBデバイス２０とが接続されている場合とで変化する。
【００３８】
　USBホスト１０では、USBホスト１０からUSBコネクタ１１側を見たときのインピーダン
スが、USBホスト１０に被検出機構２２であるコモンモードインピーダンスが接続されて
いる場合のインピーダンスになっていることをもって、USBデバイス２０が接続されてい
ることを認識（検出）される。
【００３９】
　なお、USBホスト１０において、USBホスト１０からUSBコネクタ１１側を見たときのイ
ンピーダンスの検出、すなわち、被検出機構２２であるコモンモードインピーダンスの検
出は、USBホスト１０からUSBコネクタ１１側を見たときの電圧の時定数（USBホスト１０
からUSBコネクタ１１側を見たときの電圧の変化率）を検出することにより、等価的に行
われる。
【００４０】
　図２は、図１の通信システムの動作の例を説明する図である。
【００４１】
　USBホスト１０とUSBデバイス２０とが接続されていない場合、USBホスト１０には、USB
デバイス２０が内蔵する被検出機構２２が接続されていないため、USBホスト１０からは
、被検出機構２２を検出することはできない。
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【００４２】
　USBホスト１０とUSBデバイス２０とが、USBケーブル３０を介して接続されると、USBホ
スト１０には、USBケーブル３０を介して、USBデバイス２０が内蔵する被検出機構２２が
接続され、USBホスト１０では、被検出機構２２が検出される。
【００４３】
　USBホスト１０は、被検出機構２２を検出すると、USBデバイス２０と接続されたことを
認識（検出）し、ポーリングを行うポーリングステートに遷移して、USBコネクタ１１か
ら、ポーリングとしてのベースバンド信号の出力を開始する。
【００４４】
　そして、USBデバイス２０が、USBホスト１０からのポーリングに対して応答すると、US
Bホスト１０とUSBデバイス２０とは、通信（ベースバンド信号のやりとり）が可能な状態
になる。
【００４５】
　＜ミリ波帯の変調信号によるデータ伝送を行う通信システム＞
【００４６】
　図３は、ミリ波帯の変調信号によるデータ伝送を行う通信システムの構成例を示す図で
ある。
【００４７】
　なお、図中、図１の場合と対応する部分については、同一の符号を付してあり、以下で
は、その説明は、適宜省略する。
【００４８】
　図３の通信システムは、USBホスト１０、及び、USBデバイス２０を有する点で、図１の
場合と共通する。
【００４９】
　但し、図３の通信システムは、USBケーブル３０に代えて、ミリ波ケーブル５０及び６
０が設けられている点で、図１の場合と相違する。
【００５０】
　ここで、ミリ波帯の（変調）信号とは、周波数が30ないし300GHz程度、つまり、波長が
、1ないし10mm程度の信号である。ミリ波帯の信号によれば、周波数が高いことから、高
速のデータレートでのデータ伝送が可能であり、様々な導波路を伝送路とする通信を行う
ことができる。すなわち、ミリ波帯の信号によれば、例えば、小さなアンテナを用いて、
自由空間を伝送路とする通信（無線通信）を行うことができる。また、ミリ波帯の信号に
よれば、メタリック線や、プラスチック等の誘電体を伝送路とする通信を行うことができ
る。
【００５１】
　ミリ波ケーブル５０は、一端に、USBホスト１０に接続されるUSBコネクタ５１が設けら
れ、他端に、ミリ波コネクタ６２と勘合するミリ波コネクタ５２が設けられているケーブ
ルである。ミリ波ケーブル５０において、USBコネクタ５１とミリ波コネクタ５２（の通
信部５３）とを接続する心線としては、USBケーブル３０と同様に、ベースバンド用導体
が採用されている。
【００５２】
　ミリ波コネクタ５２は、ミリ波帯の変調信号（RF(Radio Frequency)信号）を伝送する
導波路となる誘電体等の材料で構成され、ミリ波帯の変調信号による通信を行う通信部５
３を内蔵する。
【００５３】
　通信部５３は、USBホスト１０から、USBコネクタ５１の図示せぬデータ伝送用の端子（
例えば、USB3.0規格であれば、USB3.0用の+と-の信号送信線の端子）を介して供給される
ベースバンド信号である差動信号を、ミリ波帯の変調信号に周波数変換し、その変調信号
を、導波路としてのミリ波コネクタ５２及び６２を介して（通信部６３に）送信する。
【００５４】
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　また、通信部５３は、導波路としてのミリ波コネクタ５２及び６２を介して（通信部６
３から）送信されてくるミリ波帯の変調信号を受信し、ベースバンド信号に周波数変換し
て、USBコネクタ５１の図示せぬデータ伝送用の端子（例えば、USB3.0であれば、USB3.0
用の+と-の信号受信線の端子）を介して、USBホスト１０に供給する。
【００５５】
　ミリ波ケーブル６０は、ミリ波ケーブル５０と同様に構成される。
【００５６】
　すなわち、ミリ波ケーブル６０は、一端に、USBデバイス２０に接続されるUSBコネクタ
６１が設けられ、他端に、ミリ波コネクタ５２と勘合するミリ波コネクタ６２が設けられ
ているケーブルである。ミリ波ケーブル６０において、USBコネクタ６１とミリ波コネク
タ６２（の通信部６３）とを接続する心線としては、USBケーブル３０と同様に、ベース
バンド用導体が採用されている。
【００５７】
　ミリ波コネクタ６２は、ミリ波帯の変調信号を伝送する導波路となる誘電体等の材料で
構成され、ミリ波帯の変調信号による通信を行う通信部６３を内蔵する。
【００５８】
　通信部６３は、USBデバイス２０から、USBコネクタ６１の図示せぬデータ伝送用の端子
を介して供給されるベースバンド信号である差動信号を、ミリ波帯の変調信号に周波数変
換し、その変調信号を、導波路としてのミリ波コネクタ６２及び５２を介して（通信部５
３に）送信する。
【００５９】
　また、通信部６３は、導波路としてのミリ波コネクタ５２及び６２を介して（通信部５
３から）送信されてくるミリ波帯の変調信号を受信し、ベースバンド信号に周波数変換し
て、USBコネクタ６１の図示せぬデータ伝送用の端子を介して、USBデバイス２０に供給す
る。
【００６０】
　なお、ミリ波ケーブル５０及び６０それぞれの長さとしては、例えば、10cmないし1m程
度を採用することができる。
【００６１】
　以上のように構成される図３の通信システムでは、USBコネクタ１１と５１、ミリ波コ
ネクタ５２と６２、及び、USBコネクタ２１と６１のそれぞれが接続されると、USBホスト
１０とUSBデバイス２０との間で、ミリ波ケーブル５０及び６０を介して、データ伝送が
可能になる。
【００６２】
　すなわち、USBホスト１０が送信するデータとしてのベースバンド信号は、通信部５３
において、ミリ波帯の変調信号に周波数変換されて送信される。
【００６３】
　通信部５３が送信する変調信号は、通信部６３で受信され、ベースバンド信号に周波数
変換されて、USBデバイス２０に供給される。
【００６４】
　一方、USBデバイス２０が送信するデータとしてのベースバンド信号は、通信部６３に
おいて、ミリ波帯の変調信号に周波数変換されて送信される。
【００６５】
　通信部６３が送信する変調信号は、通信部５３で受信され、ベースバンド信号に周波数
変換されて、USBホスト１０に供給される。
【００６６】
　以上のように、図３の通信システムでは、電子機器であるUSBホスト１０とUSBデバイス
２０とが、USBケーブル３０ではなく、ミリ波ケーブル５０及び６０で接続され、USBホス
ト１０とUSBデバイス２０との間でのデータ伝送が、ミリ波帯の変調信号を介して行われ
るので、電子機器どうしの接続の態様のバリエーションを増やすことができる。
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【００６７】
　ここで、図３の通信システムにおいて、ミリ波帯の変調信号の送受信が行われる通信部
５３及び６３を内蔵するミリ波コネクタ５２及び６２は、プラスチック等の誘電体やその
他の非金属で構成することができる。
【００６８】
　したがって、ミリ波コネクタ５２及び６２によれば、金属で構成されるコネクタに比較
して、防水や防塵の対応が容易になり、挿抜による接点の劣化を考慮せずに済み、さらに
、デザインの自由度を高くすることができる。
【００６９】
　なお、ミリ波コネクタ５２及び６２は、非金属ではなく、金属で構成することができる
。
【００７０】
　また、図３では、通信部５３が、ミリ波コネクタ５２に内蔵されているが、通信部５３
は、その他、例えば、USBコネクタ５１に内蔵させることができる。
【００７１】
　通信部５３を、USBコネクタ５１に内蔵させる場合には、ミリ波ケーブル５０のUSBコネ
クタ５１とミリ波コネクタ５２との間を、ベースバンド用導体ではなく、ミリ波の伝送路
となる導波路に構成すること（例えば、誘電率が異なる誘電体等によって、ミリ波を導く
伝送路を形成すること）が必要である。
【００７２】
　同様に、通信部６３は、ミリ波コネクタ６２ではなく、USBコネクタ６１に内蔵させる
ことができる。通信部６３を、USBコネクタ６１に内蔵させる場合には、やはり、ミリ波
ケーブル６０のUSBコネクタ６１とミリ波コネクタ６２との間を、ミリ波の伝送路となる
導波路に構成することが必要である。
【００７３】
　＜通信部５３及び６３の構成例＞
【００７４】
　図４は、図３の通信部５３及び６３の構成例を示すブロック図である。
【００７５】
　通信部５３は、送信部７１及び受信部７２を有する。
【００７６】
　送信部７１は、例えば、ミリ波帯の信号をキャリアとして用いる搬送波通信方式で、信
号（データ）を送信する。すなわち、送信部７１は、（USBホスト１０から供給される）
ベースバンド信号を、ミリ波帯の変調信号に周波数変換し、導波路としてのミリ波コネク
タ５２及び６２（図３）を介して（受信部８２に）送信する。
【００７７】
　受信部７２は、（送信部８１から）導波路としてのミリ波コネクタ６２及び５２を介し
て、搬送波通信方式で送信されてくるミリ波帯の変調信号を受信し、ベースバンド信号に
周波数変換して（USBホスト１０に）出力する。
【００７８】
　通信部６３は、送信部８１及び受信部８２を有する。
【００７９】
　送信部８１は、例えば、送信部７１と同一の周波数帯、又は、送信部７１と異なる周波
数帯のミリ波の信号をキャリアとして用いる搬送波通信方式で、信号を送信する。すなわ
ち、送信部８１は、（USBデバイス２０から供給される）ベースバンド信号を、ミリ波帯
の変調信号に周波数変換し、導波路としてのミリ波コネクタ６２及び５２を介して（受信
部７２に）送信する。
【００８０】
　受信部８２は、（送信部７１から）導波路としてのミリ波コネクタ５２及び６２を介し
て、搬送波通信方式で送信されてくるミリ波帯の変調信号を受信し、ベースバンド信号に
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周波数変換して（USBデバイス２０に）出力する。
【００８１】
　以上のように、通信部５３が、送信部７１及び受信部７２を有するとともに、通信部６
３が、送信部８１及び受信部８２を有するので、通信部５３と６３との間では、双方向の
通信を行うことができる。
【００８２】
　なお、送信部７１及び８１において、同一の周波数帯のミリ波の信号をキャリアとして
用いる場合には、通信部５３と６３との間では、半二重の通信を行うことができる。但し
、送信部７１及び８１において、同一の周波数帯のミリ波の信号をキャリアとして用いる
場合であっても、送信部７１及び８１のアイソレーションをとることにより、全二重の通
信を行うことができる。また、送信部７１及び８１において、異なる周波数帯のミリ波の
信号をキャリアとして用いる場合には、通信部５３と６３との間では、全二重の通信を行
うことができる。
【００８３】
　＜送信部７１及び受信部７２、並びに、送信部８１及び受信部８２の構成例＞
【００８４】
　図５は、図４の送信部７１及び受信部７２、並びに、送信部８１及び受信部８２の構成
例を示す図である。
【００８５】
　送信部７１は、アンプ９１、発振器９２、ミキサ９３、及び、アンプ９４を有する。
【００８６】
　アンプ９１には、USBホスト１０から、ベースバンド信号である差動信号（例えば、USB
3.0であれば、USB3.0用の+と-の信号送信線の信号）が供給される。
【００８７】
　アンプ９１は、差動信号を必要に応じて増幅し、ミキサ９３に供給する。
【００８８】
　発振器９２は、発振によって、例えば、56GHz等のミリ波帯のキャリアを発生し、ミキ
サ９３に供給する。
【００８９】
　ここで、56GHz等のミリ波帯のキャリアによれば、例えば、最大で、11Gbpsのデータレ
ートの差動信号を送信することができる。例えば、USB3.0では、最大のデータレートが、
5Gbps(Giga bit per second)であるので、56GHz等のミリ波帯のキャリアによれば、USB3.
0のデータ（差動信号）を、問題なく送信することができる。
【００９０】
　ミキサ９３は、アンプ９１からの差動信号と、発振器９２からのキャリアとをミキシン
グ（乗算）することにより、差動信号を、発振器９２からのキャリアによって周波数変換
し、その結果得られる、ミリ波帯の、例えば、振幅変調(ASK(Amplitude Shift Keying))
の変調信号を、アンプ９４に供給する。
【００９１】
　アンプ９４は、ミキサ９３からの変調信号を必要に応じて増幅し、導波路（としてのミ
リ波コネクタ５２）上に出力（送信）する。
【００９２】
　受信部８２は、アンプ１０１、ミキサ１０２、アンプ１０３、並びに、コンデンサ１０
４及び１０５を有する。
【００９３】
　アンプ１０１は、送信部７１から導波路（としてのミリ波コネクタ５２及び６２）を介
して送信されてくるミリ波帯の変調信号を受信し、必要に応じて増幅して、ミキサ１０２
に供給する。
【００９４】
　ミキサ１０２は、アンプ１０１から供給されるミリ波帯の変調信号どうしをミキシング
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する（変調信号を自乗する）自乗検波を行うことで、アンプ１０１からのミリ波帯の変調
信号を、ベースバンド信号である差動信号に周波数変換し、アンプ１０３に供給する。
【００９５】
　アンプ１０３は、ミキサ１０２からの差動信号を、必要に応じて増幅し、USBの差動信
号（例えば、USB3.0であれば、USB3.0用の+と-の信号送信線の信号）として、USBデバイ
ス２０に供給する。
【００９６】
　なお、アンプ１０３で得られる差動信号としての２つの（ベースバンド）信号のうちの
一方の信号（以下、ポジティブ信号ともいう）は、コンデンサ１０４を介して、USBデバ
イス２０に供給され、他方の信号（以下、ネガティブ信号ともいう）は、コンデンサ１０
５を介して、USBデバイス２０に供給される。コンデンサ１０４及び１０５では、直流分
がカットされる。
【００９７】
　また、図５では、受信部８２において、自乗検波によって、ミリ波帯の変調信号をベー
スバンド信号に周波数変換することとしたが、受信部８２では、その他、例えば、キャリ
アを再生して、そのキャリアを変調信号とミキシングする同期検波等の、自乗検波以外の
検波によって、変調信号をベースバンド信号に周波数変換することができる。
【００９８】
　送信部８１は、アンプ１１１、発振器１１２、ミキサ１１３、及び、アンプ１１４を有
する。
【００９９】
　アンプ１１１ないしアンプ１１４は、送信部７１のアンプ９１ないしアンプ９４と同様
に構成されるため、その説明は、省略する。
【０１００】
　受信部７２は、アンプ１２１、ミキサ１２２、アンプ１２３、並びに、コンデンサ１２
４及び１２５を有する。
【０１０１】
　アンプ１２１ないしコンデンサ１２５は、受信部８２のアンプ１０１ないしコンデンサ
１０５と同様に構成されるため、その説明は、省略する。
【０１０２】
　以上のように構成される送信部７１及び受信部７２、並びに、送信部８１及び受信部８
２では、USBホスト１０からUSBデバイス２０へのベースバンド信号の伝送は、送信部７１
からミリ波帯の変調信号を送信し、その変調信号を、受信部８２で受信することにより行
われる。
【０１０３】
　また、USBデバイス２０からUSBホスト１０へのベースバンド信号の伝送は、送信部８１
からミリ波帯の変調信号を送信し、その変調信号を、受信部７２で受信することにより行
われる。
【０１０４】
　ところで、図３の通信システムでは、USBホスト１０とUSBデバイス２０とが、ミリ波帯
の変調信号をやりとりする通信部５３及び６３を介して接続される。そのため、USBホス
ト１０とUSBデバイス２０とが、ミリ波ケーブル５０及び６０を用いて接続されても、USB
ホスト１０から、USBデバイス２０が内蔵する被検出機構２２を検出することが困難とな
る。
【０１０５】
　そして、USBホスト１０において、USBデバイス２０が内蔵する被検出機構２２が検出さ
れない場合、USBデバイス２０と接続されたことが認識（検出）されず、ポーリングが行
われない。
【０１０６】
　その結果、USBホスト１０とUSBデバイス２０とが、ミリ波ケーブル５０及び６０を用い
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て接続されても、USBホスト１０とUSBデバイス２０との間で、データ伝送（ベースバンド
信号のやりとり）が行われないという不具合が生じる。
【０１０７】
　そこで、本技術では、電子機器どうし、すなわち、USBホスト１０とUSBデバイス２０の
接続の態様のバリエーションを増やしつつ、データ伝送を行うことができないという不具
合が生じることを防止する。
【０１０８】
　＜本技術を適用した通信システムの第１実施の形態＞
【０１０９】
　図６は、本技術を適用した通信システムの第１実施の形態の構成例を示す図である。
【０１１０】
　なお、図中、図３の場合と対応する部分については、同一の符号を付してあり、以下で
は、その説明は、適宜省略する。
【０１１１】
　図６の通信システムは、USBホスト１０、USBデバイス２０、及び、ミリ波ケーブル６０
を有する点で、図３の場合と共通する。
【０１１２】
　但し、図６の通信システムは、ミリ波ケーブル５０に代えて、ミリ波ケーブル２００が
設けられている点で、図３の場合と相違する。
【０１１３】
　ミリ波ケーブル２００は、USBコネクタ５１、及び、ミリ波コネクタ５２を有する点で
、図３のミリ波ケーブル５０と共通する。
【０１１４】
　但し、ミリ波ケーブル２００は、ミリ波コネクタ５２が、通信部５３に代えて、通信部
２０１を内蔵する点で、図３のミリ波ケーブル５０と相違する。
【０１１５】
　なお、図３の場合と同様に、通信部２０１は、ミリ波コネクタ５２ではなく、USBコネ
クタ５１に内蔵させることができる。
【０１１６】
　通信部２０１は、図３の通信部５３と同様に、USBホスト１０からのベースバンド信号
である差動信号を、ミリ波帯の変調信号に周波数変換して送信するとともに、ミリ波帯の
変調信号を受信し、ベースバンド信号に周波数変換して、USBホスト１０に供給する。
【０１１７】
　さらに、通信部２０１は、被検出機構２０２を有している。被検出機構２０２は、USB
デバイス２０が内蔵する被検出機構２２に相当し（被検出機構２２と同様の機構であり）
、USBコネクタ５１が、USBホスト１０のUSBコネクタ１１に接続されると、USBホスト１０
に（電気的に）接続される。
【０１１８】
　したがって、USBホスト１０は、図１のUSBケーブル３０を介して、USBデバイス２０に
接続された場合に、そのUSBデバイス２０が内蔵する被検出機構２２を検出し、USBデバイ
ス２０と接続されたと認識するのと同様に、ミリ波ケーブル２００が接続された場合には
、通信部２０１が有する被検出機構２０２を検出し、（実際に、USBデバイス２０が接続
されていなくても）USBデバイス２０と接続されたと認識する。
【０１１９】
　その結果、USBホスト１０では、ポーリングが開始され、（実際に、USBデバイス２０が
接続されていれば）USBデバイス２０との間で、データ伝送（ベースバンド信号のやりと
り）が行われる。
【０１２０】
　以上のように、図６の通信システムによれば、USBホスト１０とUSBデバイス２０との間
で、データ伝送を行うことができないという不具合を解消することができる。
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【０１２１】
　＜通信部２０１の構成例＞
【０１２２】
　図７は、図６の通信部２０１の構成例を示すブロック図である。
【０１２３】
　なお、図中、図４の通信部５３と対応する部分については、同一の符号を付してあり、
以下では、その説明は、適宜省略する。
【０１２４】
　通信部２０１は、受信部７２を有する点で、図４の通信部５３と共通する。
【０１２５】
　但し、通信部２０１は、送信部７１に代えて、送信部２１１を有する点で、図４の通信
部５３と相違する。
【０１２６】
　送信部２１１は、図４の送信部７１と同様に、（USBホスト１０から供給される）ベー
スバンド信号を、ミリ波帯の変調信号に周波数変換し、導波路としてのミリ波コネクタ５
２及び６２を介して（受信部８２に）送信する。
【０１２７】
　さらに、送信部２１１は、被検出機構２０２を有する。被検出機構２０２は、USBホス
ト１０から送信部２１１にベースバンド信号が供給される経路上に設けられている。
【０１２８】
　したがって、ミリ波ケーブル２００（図６）（USBコネクタ５１）が、USBホスト１０（
のUSBコネクタ１１）に接続されると、USBホスト１０は、送信部２１１に対してベースバ
ンド信号を供給する経路を介して、被検出機構２０２を検出し、（実際に、USBデバイス
２０が接続されていなくても）USBデバイス２０と接続されたと認識する。
【０１２９】
　なお、図６の通信システムにおいて、USBデバイス２０に代えて、USBホスト１０と同様
に、被検出機構を検出して、通信相手との接続を認識するデバイスが用いられる場合には
、図７の通信部６３については、通信部６３に代えて、通信部２０１と同様に構成される
通信部が設けられる。
【０１３０】
　＜通信システムの動作の例＞
【０１３１】
　図８は、図６の通信システムの動作の例を説明するフローチャートである。
【０１３２】
　ミリ波ケーブル２００（図６）が、USBホスト１０に接続されると、USBホスト１０は、
送信部２１１にベースバンド信号を供給する経路を介して、送信部２１１と接続され、こ
れにより、ステップＳ１１において、送信部２１１は、USBホスト１０から送信部２１１
にベースバンド信号を供給する経路上に設けられた被検出機構２０２を、USBホスト１０
に検出させる。
【０１３３】
　USBホスト１０は、被検出機構２０２を検出すると、USBデバイス２０と接続されたと認
識し、ポーリングを開始する。
【０１３４】
　そして、USBホスト１０は、USBデバイス２０から、ポーリングに対する応答があれば、
USBデバイス２０との間で、データ伝送（ベースバンド信号のやりとり）を開始する。
【０１３５】
　＜送信部２１１の構成例＞
【０１３６】
　図９は、送信部２１１の構成例を示す図である。
【０１３７】
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　なお、図中、図５の送信部７１と対応する部分については、同一の符号を付してあり、
以下では、その説明は、適宜省略する。
【０１３８】
　送信部２１１は、アンプ９１、発振器９２、ミキサ９３、及び、アンプ９４を有する点
で、図５の送信部７１と共通する。
【０１３９】
　但し、送信部２１１は、被検出機構２０２を有する点で、図５の送信部７１と相違する
。
【０１４０】
　被検出機構２０２は、USB3.0規格やUSB3.1規格で採用されているコモンモードインピー
ダンスとしての抵抗R11及びR12で構成される。
【０１４１】
　抵抗R11及びR12のそれぞれの一端は、USBホスト１０からベースバンド信号である差動
信号が供給されるアンプ９１の入力端子に接続され、抵抗R11及びR12の他端は、電源Vd及
びVsに、それぞれ接続されている。
【０１４２】
　すなわち、抵抗R11の一端は、アンプ９１の２つの入力端子のうちの、差動信号の一方
の信号であるポジティブ信号が供給（入力）される入力端子に接続され、他端は、電源Vd
に接続されている。
【０１４３】
　抵抗R12の一端は、アンプ９１の２つの入力端子のうちの、差動信号の他方の信号であ
るネガティブ信号が供給（入力）される入力端子に接続され、他端は、電源Vsに接続され
ている。
【０１４４】
　ここで、差動信号であるネガティブ信号とポジティブ信号とは、理想的には、それらの
ネガティブ信号とポジティブ信号との加算値が0になる信号である。
【０１４５】
　また、電源Vdは、例えば、電圧+v(>0)の電源で、電源Vsは、例えば、電圧-vの電源であ
る。
【０１４６】
　以上のように構成される送信部２１１では、ミリ波ケーブル２００（図６）が、USBホ
スト１０に接続されると、USBホスト１０が、アンプ９１の入力端子に接続された被検出
機構２０２を構成するコモンモードインピーダンスとしての抵抗R11及びR12を検出する。
【０１４７】
　これにより、USBホスト１０は、USBデバイス２０と接続されたと認識し、ポーリングを
開始する。
【０１４８】
　そして、USBホスト１０は、USBデバイス２０から、ポーリングに対する応答があれば、
USBデバイス２０との間で、データ伝送（ベースバンド信号のやりとり）を開始する。
【０１４９】
　USBホスト１０とUSBデバイス２０との間でのベースバンド信号のやりとりは、以下のよ
うに行われる。
【０１５０】
　すなわち、USBホスト１０が出力する差動信号であるベースバンド信号は、送信部２１
１において、アンプ９１、ミキサ９３、及び、アンプ９４を介することにより、ミリ波帯
の変調信号に変換され、導波路としてのミリ波コネクタ５２及び６２を介して、受信部８
２に送信される。
【０１５１】
　受信部８２では、送信部２１１からの変調信号が受信され、アンプ１０１、ミキサ１０
２、アンプ１０３、並びに、コンデンサ１０４及び１０５を介することにより、差動信号
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であるベースバンド信号に変換されて、USBデバイス２０に供給される。
【０１５２】
　一方、USBデバイス２０が出力する差動信号であるベースバンド信号は、送信部８１に
おいて、アンプ１１１、ミキサ１１３、及び、アンプ１１４を介することにより、ミリ波
帯の変調信号に変換され、導波路としてのミリ波コネクタ６２及び５２を介して、受信部
７２に送信される。
【０１５３】
　受信部７２では、送信部８１からの変調信号が受信され、アンプ１２１、ミキサ１２２
、アンプ１２３、並びに、コンデンサ１２４及び１２５を介することにより、差動信号で
あるベースバンド信号に変換されて、USBホスト１０に供給される。
【０１５４】
　＜USBホスト１０の動作の例＞
【０１５５】
　図１０は、図６の通信システムにおけるUSBホスト１０の動作の例を説明する図である
。
【０１５６】
　図６ないし図９で説明したように、ミリ波ケーブル２００が、USBホスト１０に接続さ
れると、USBホスト１０は、ミリ波ケーブル２００のミリ波コネクタ５２に設けられた被
検出機構２０２を検出し、これにより、USBデバイス２０と接続されたと認識して、ポー
リングを開始する。
【０１５７】
　いま、USBホスト１０とUSBデバイス２０とが、図６に示したように、ミリ波ケーブル２
００及び６０を介して接続されている場合には、USBデバイス２０が、USBホスト１０から
のポーリングに対して応答し、その後、USBホスト１０とUSBデバイス２０との間で、デー
タ伝送が行われる。
【０１５８】
　ところで、例えば、図１０に示すように、ミリ波ケーブル２００のミリ波コネクタ５２
と、ミリ波ケーブル６０のミリ波コネクタ６２とが接続されていなくても、ミリ波ケーブ
ル２００が、USBホスト１０に接続されている場合には、USBホスト１０は、ミリ波ケーブ
ル２００のミリ波コネクタ５２に設けられた通信部２０１が有する被検出機構２０２を検
出し、その結果、USBデバイス２０と接続されたと認識して、ポーリングを行う。
【０１５９】
　しかしながら、ミリ波ケーブル２００のミリ波コネクタ５２と、ミリ波ケーブル６０の
ミリ波コネクタ６２とが接続されていない場合（ミリ波コネクタ５２と６２とが、ミリ波
帯の変調信号を必要最小限のレベルで受信することができる距離よりも離れている場合）
には、USBホスト１０とUSBデバイス２０との接続は遮断されるため、USBデバイス２０は
、USBホスト１０のポーリングに対して応答しない。
【０１６０】
　したがって、USBホスト１０は、USBデバイス２０と接続されていない（USBデバイス２
０との接続が遮断されている）のにもかかわらず、ポーリング（のためのデータ伝送）を
行い続けることになり、無駄に電力を消費することになる。
【０１６１】
　そこで、本技術では、USBホスト１０とUSBデバイス２０との接続状態に応じて、被検出
機構（としての、例えば、コモンモードインピーダンス）とUSBホスト１０との接続を制
御することで、USBホスト１０での、上述のような、無駄な電力の消費を防止する。
【０１６２】
　＜本技術を適用した通信システムの第２実施の形態＞
【０１６３】
　図１１は、本技術を適用した通信システムの第２実施の形態の構成例を示す図である。
【０１６４】
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　なお、図中、図６の場合と対応する部分については、同一の符号を付してあり、以下で
は、その説明は、適宜省略する。
【０１６５】
　図１１の通信システムは、USBホスト１０、USBデバイス２０、及び、ミリ波ケーブル６
０を有する点で、図６の場合と共通する。
【０１６６】
　但し、図１１の通信システムは、ミリ波ケーブル２００に代えて、ミリ波ケーブル２５
０が設けられている点で、図６の場合と相違する。
【０１６７】
　ミリ波ケーブル２５０は、USBコネクタ５１、及び、ミリ波コネクタ５２を有する点で
、図６のミリ波ケーブル２００と共通する。
【０１６８】
　但し、ミリ波ケーブル２５０は、ミリ波コネクタ５２が、通信部２０１に代えて、通信
部２５１を内蔵する点で、図６のミリ波ケーブル２００と相違する。
【０１６９】
　なお、図３及び図６の場合と同様に、通信部２５１は、ミリ波コネクタ５２ではなく、
USBコネクタ５１に内蔵させることができる。
【０１７０】
　通信部２５１は、USBホスト１０からのベースバンド信号である差動信号を、ミリ波帯
の変調信号に周波数変換して送信するとともに、ミリ波帯の変調信号を受信し、ベースバ
ンド信号に周波数変換して、USBホスト１０に供給し、かかる点で、図６の通信部２０１
と共通する。
【０１７１】
　但し、通信部２５１は、被検出機構２０２（図６、図７）に代えて、被検出機構２６２
を有する点で、図６の通信部２０１と相違する。
【０１７２】
　被検出機構２６２は、USBコネクタ５１が、USBホスト１０のUSBコネクタ１１に接続さ
れると、USBホスト１０に（電気的に）接続され、これにより、USBホスト１０によって検
出される点で、被検出機構２０２と共通する。
【０１７３】
　但し、被検出機構２６２は、USBホスト１０との接続を制御することができるように構
成されている点で、被検出機構２０２と異なっている。
【０１７４】
　＜通信部２５１の構成例＞
【０１７５】
　図１２は、図１１の通信部２５１の構成例を示すブロック図である。
【０１７６】
　なお、図中、図７の通信部２０１と対応する部分については、同一の符号を付してあり
、以下では、その説明は、適宜省略する。
【０１７７】
　通信部２５１は、受信部７２を有する点で、図７の通信部２０１と共通する。
【０１７８】
　但し、通信部２５１は、送信部２１１に代えて、送信部２６１を有する点で、図７の通
信部２０１と相違する。
【０１７９】
　さらに、通信部２５１は、制御部２７１が新たに設けられている点でも、図７の通信部
２０１と相違する。
【０１８０】
　送信部２６１は、図７の送信部２１１と同様に、（USBホスト１０から供給される）ベ
ースバンド信号を、ミリ波帯の変調信号に周波数変換し、導波路としてのミリ波コネクタ
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５２及び６２を介して（受信部８２に）送信する。
【０１８１】
　さらに、送信部２６１は、被検出機構２６２を有する。被検出機構２６２は、USBホス
ト１０からベースバンド信号が供給される経路上に設けられており、その点で、図７の被
検出機構２０２と共通する。
【０１８２】
　但し、被検出機構２６２は、図１１で説明したように、USBホスト１０との接続を制御
することができるように構成されており、その点で、被検出機構２０２と異なっている。
【０１８３】
　制御部２７１は、USBホスト１０とUSBデバイス２０との接続状態に応じて、被検出機構
２６２とUSBホスト１０との接続を制御する。
【０１８４】
　すなわち、制御部２７１は、USBホスト１０とUSBデバイス２０との接続（状態）を検出
する。
【０１８５】
　そして、USBホスト１０とUSBデバイス２０との接続（USBホスト１０とUSBデバイス２０
とが接続されていること）が検出された場合には、制御部２７１は、被検出機構２６２を
、USBホスト１０に（電気的に）接続する。
【０１８６】
　一方、USBホスト１０とUSBデバイス２０との接続の切断（USBホスト１０とUSBデバイス
２０とが接続されていないこと）が検出された場合、制御部２７１は、被検出機構２６２
を、USBホスト１０から切断する。
【０１８７】
　なお、図１１の通信システムにおいて、USBデバイス２０に代えて、USBホスト１０と同
様に、被検出機構を検出して、通信相手との接続を認識するデバイスが用いられる場合に
は、図１２の通信部６３については、通信部６３に代えて、通信部２５１と同様に構成さ
れる通信部が設けられる。
【０１８８】
　＜制御部２７１の構成例＞
【０１８９】
　図１３は、図１２の制御部２７１の構成例を示すブロック図である。
【０１９０】
　図１３において、制御部２７１は、接続検出部２８１、及び、接続制御部２８２を有す
る。
【０１９１】
　接続検出部２８１は、USBホスト１０とUSBデバイス２０との接続（状態）を検出し、そ
の検出結果を表す検出情報を、接続制御部２８２に供給する。
【０１９２】
　接続制御部２８２は、接続検出部２８１からの検出情報に応じて、被検出機構２６２と
USBホスト１０との接続を制御する。
【０１９３】
　すなわち、検出情報が、USBホスト１０とUSBデバイス２０とが接続されていることを表
す場合には、接続制御部２８２は、USBホスト１０に接続するように、被検出機構２６２
を制御する。
【０１９４】
　一方、検出情報が、USBホスト１０とUSBデバイス２０とが接続されていないことを表す
場合には、接続制御部２８２は、USBホスト１０から切断するように（USBホスト１０との
接続を解除するように）、被検出機構２６２を制御する。
【０１９５】
　＜被検出機構２６２、及び、接続検出部２８１の構成例＞
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【０１９６】
　図１４は、図１３の被検出機構２６２、及び、接続検出部２８１の構成例を示す図であ
る。
【０１９７】
　ここで、図１４に示すように、送信部２６１は、アンプ９１、発振器９２、ミキサ９３
、及び、アンプ９４を有する点で、図９の送信部２１１と共通する。
【０１９８】
　但し、送信部２６１は、被検出機構２０２に代えて、被検出機構２６２を有する点で、
図９の送信部２１１と相違する。
【０１９９】
　被検出機構２６２は、コモンモードインピーダンスとしての抵抗R11及びR12で構成され
、抵抗R11及びR12のそれぞれの一端が、USBホスト１０からベースバンド信号である差動
信号が供給されるアンプ９１の入力端子に接続されるとともに、抵抗R11及びR12の他端が
、電源Vd及びVsに、それぞれ接続される点で、図９の被検出機構２０２と共通する。
【０２００】
　但し、被検出機構２６２は、抵抗R11の一端と、アンプ９１のポジティブ信号が供給さ
れる入力端子との間に、スイッチSW11が新たに設けられているとともに、抵抗R12の一端
と、アンプ９１のネガティブ信号が供給される入力端子との間に、スイッチSW12が新たに
設けられている点で、図９の被検出機構２０２と相違する。
【０２０１】
　スイッチSW11及びSW12は、接続制御部２８２の制御に従って、オン又はオフする。
【０２０２】
　図１４では、ミリ波ケーブル２００（図６）が、USBホスト１０に接続されている場合
には、スイッチSW11及びSW12がオンになっていれば、USBホスト１０と被検出機構２６２
とが接続され、これにより、USBホスト１０は、被検出機構２６２を構成するコモンモー
ドインピーダンスとしての抵抗R11及びR12を検出することができる。
【０２０３】
　また、図１４では、ミリ波ケーブル２００（図６）が、USBホスト１０に接続されてい
ても、スイッチSW11及びSW12がオフになっていれば、USBホスト１０と被検出機構２６２
との接続は切断されるので、USBホスト１０において、被検出機構２６２を構成するコモ
ンモードインピーダンスとしての抵抗R11及びR12を検出することはできない。
【０２０４】
　接続制御部２８２は、接続検出部２８１からの検出情報が、USBホスト１０とUSBデバイ
ス２０とが接続されていることを表す場合には、スイッチSW11及びSW12をオンにし、これ
により、USBホスト１０と被検出機構２６２とを接続して、USBホスト１０に、被検出機構
２６２を構成するコモンモードインピーダンスとしての抵抗R11及びR12を検出させる。
【０２０５】
　また、接続制御部２８２は、接続検出部２８１からの検出情報が、USBホスト１０とUSB
デバイス２０とが接続されていないことを表す場合には、スイッチSW11及びSW12をオフに
し、これにより、USBホスト１０と被検出機構２６２との接続を切断して、USBホスト１０
に、被検出機構２６２を構成するコモンモードインピーダンスとしての抵抗R11及びR12を
検出させない。
【０２０６】
　図１４において、接続検出部２８１は、抵抗R21及びR22、コンデンサC21及びC22、並び
に、判定部２９１を有する。
【０２０７】
　抵抗R21の一端は、ミキサ１２２の差動信号を出力する２つの端子のうちの、差動信号
の一方の信号であるポジティブ信号を出力する端子に接続され、他端は、コンデンサC21
の一端に接続されている。コンデンサC21の他端は、電源Vdに接続されている。
【０２０８】
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　抵抗R22の一端は、ミキサ１２２の差動信号を出力する２つの端子のうちの、差動信号
の他方の信号であるネガティブ信号を出力する端子に接続され、他端は、コンデンサC22
の一端に接続されている。コンデンサC22の他端は、電源Vsに接続されている。
【０２０９】
　判定部２９１には、抵抗R21とコンデンサC21との接続点の電圧V1と、抵抗R22とコンデ
ンサC22との接続点の電圧V2とが供給される。
【０２１０】
　ここで、抵抗R21とコンデンサC21との接続点には、差動信号のうちのポジティブ信号の
DC(Direct Current)オフセットが現れ、抵抗R22とコンデンサC22との接続点には、差動信
号のうちのネガティブ信号のDCオフセットが現れる。
【０２１１】
　したがって、電圧V1は、ポジティブ信号のDCオフセットであり、電圧V2は、ネガティブ
信号のDCオフセットである。
【０２１２】
　判定部２９１は、電圧V1とV2との差分V1-V2を、受信部７２で受信された変調信号のパ
ワーとして検出する。
【０２１３】
　ここで、USBホスト１０とUSBデバイス２０とが、ミリ波ケーブル２５０及び６０を介し
て接続されていない場合には、USBホスト１０側の受信部７２において、USBデバイス２０
側の送信部８１からの変調信号を受信することができず、受信部７２で受信される変調信
号のパワーが0（0とみなせる値を含む）になる。その結果、電圧V1及びV2としてのポジテ
ィブ信号及びネガティブ信号のDCオフセットは、（ほぼ）0となる。
【０２１４】
　一方、USBホスト１０とUSBデバイス２０とが、ミリ波ケーブル２５０及び６０を介して
接続されている場合、USBデバイス２０側の送信部８１から送信される変調信号は、USBホ
スト１０側の受信部７２で受信され、電圧V1及びV2としてのポジティブ信号及びネガティ
ブ信号のDCオフセットは、送信部８１からの変調信号のパワーに対応する大きさになる。
【０２１５】
　判定部２９１は、差動信号であるポジティブ信号及びネガティブ信号のDCオフセット（
である電圧）V1及びV2の差分V1-V2を、受信部７２で受信された変調信号のパワーとして
検出する。
【０２１６】
　ここで、例えば、ポジティブ信号のDCオフセットV1が、+a(>0)であるとすると、ネガテ
ィブ信号のDCオフセットV2は、理想的には、-aになる。すなわち、ポジティブ信号のDCオ
フセットV1と、ネガティブ信号のDCオフセットV2とは、理想的には、大きさが同一で、符
号が反転した値になる。
【０２１７】
　したがって、判定部２９１では、ポジティブ信号のDCオフセットV1、及び、ネガティブ
信号のDCオフセットV2のうちのいずれか一方だけを、受信部７２で受信された変調信号の
パワーとして検出することができる。
【０２１８】
　但し、判定部２９１において、上述したように、DCオフセットV1とV2との差分V1-V2を
、受信部７２で受信された変調信号のパワーとして検出することにより、DCオフセットV1
及びV2のうちのいずれか一方だけを、変調信号のパワーとして検出する場合に比較して、
変調信号のパワーの検出の感度を改善することができる。
【０２１９】
　なお、図１４では、接続検出部２８１において、受信部７２のミキサ１２２の出力を用
いて、受信部７２で受信された変調信号のパワーを検出することとしたが、接続検出部２
８１では、その他、例えば、アンプ１２３の出力や、アンプ１２１の出力を用いて、受信
部７２で受信された変調信号のパワーを検出することができる。
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【０２２０】
　判定部２９１は、以上のように、DCオフセットV1とV2との差分V1-V2を、受信部７２で
受信された変調信号のパワーとして検出し、その変調信号のパワーに基づいて、USBホス
ト１０とUSBデバイス２０とが接続されているかどうかを判定することで、USBホスト１０
とUSBデバイス２０との接続状態を検出する。
【０２２１】
　そして、判定部２９１は、USBホスト１０とUSBデバイス２０との接続状態の検出結果を
表す検出情報を、接続制御部２８２に供給する。
【０２２２】
　図１５は、図１４の判定部２９１による、USBホスト１０とUSBデバイス２０との接続状
態の検出の処理の例を説明する図である。
【０２２３】
　判定部２９１は、変調信号のパワーが所定の閾値以上（より大）であり、したがって、
ミリ波コネクタ５２と６２とが接続され、USBデバイス２０からUSBホスト１０に変調信号
が送信されてきたと認識される場合には、USBホスト１０とUSBデバイス２０とが接続され
ていると判定（検出）する。
【０２２４】
　一方、判定部２９１は、変調信号のパワーが所定の閾値以下（未満）であり、したがっ
て、ミリ波コネクタ５２と６２との接続が解除され、USBホスト１０において、USBデバイ
ス２０からの変調信号を受信することができないと認識（判定）される場合には、USBホ
スト１０とUSBデバイス２０とが接続されていないと判定（検出）する。
【０２２５】
　ここで、判定部２９１において、USBホスト１０とUSBデバイス２０とが接続されている
と判定する場合の第１の閾値を、接続閾値THcloseというとともに、USBホスト１０とUSB
デバイス２０とが接続されていないと判定する場合の第２の閾値を、切断閾値THopenとい
うこととする。
【０２２６】
　また、判定部２９１での、USBホスト１０とUSBデバイス２０との接続状態の検出結果の
うちの、USBホスト１０とUSBデバイス２０とが接続されている旨の検出結果を、接続検出
結果ともいい、USBホスト１０とUSBデバイス２０とが接続されていない旨の検出結果を、
切断検出結果ともいう。
【０２２７】
　いま、接続閾値THclose及び切断閾値THopenとして、同一の所定の閾値を採用すると、
変調信号のパワーが、所定の閾値付近の値である場合には、USBホスト１０とUSBデバイス
２０との接続状態の検出結果として、接続検出結果と切断検出結果とが頻繁に切り替わり
、その結果、USBホスト１０と被検出機構２６２との接続と切断との切り替えが、頻繁に
生じることがある。
【０２２８】
　そこで、接続閾値THcloseと切断閾値THopenとしては、図１５に示すように、式THclose
>THopenの関係がある異なる値を採用し、USBホスト１０とUSBデバイス２０との接続状態
の検出結果、ひいては、USBホスト１０と被検出機構２６２との接続と切断との切り替え
に、いわゆるヒステリシスを持たせることができる。
【０２２９】
　この場合、変調信号のパワーが、接続閾値THclose以上となると、USBホスト１０とUSB
デバイス２０との接続状態の検出結果として、接続検出結果が得られ、被検出機構２６２
がUSBホスト１０に接続される。
【０２３０】
　そして、被検出機構２６２がUSBホスト１０に接続されると、変調信号のパワーが、接
続閾値THclose以下になっても、USBホスト１０とUSBデバイス２０との接続状態の検出結
果としては、接続検出結果が得られ、被検出機構２６２は、USBホスト１０に接続された
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ままで、切断されない。
【０２３１】
　被検出機構２６２がUSBホスト１０に接続されているときには、変調信号のパワーが、
接続閾値THcloseよりも小さい切断閾値THopen以下になると、USBホスト１０とUSBデバイ
ス２０との接続状態の検出結果として、切断検出結果が得られ、被検出機構２６２がUSB
ホスト１０から切断される。
【０２３２】
　そして、被検出機構２６２がUSBホスト１０から切断されているときには、変調信号の
パワーが、切断閾値THopen以上になっても、USBホスト１０とUSBデバイス２０との接続状
態の検出結果としては、切断検出結果が得られ、被検出機構２６２は、USBホスト１０か
ら切断されたままで、接続されない。
【０２３３】
　被検出機構２６２がUSBホスト１０から切断されているときには、変調信号のパワーが
、切断閾値THopenよりも大きい閾値THclose以上になると、USBホスト１０とUSBデバイス
２０との接続状態の検出結果として、接続検出結果が得られ、被検出機構２６２がUSBホ
スト１０に接続される。
【０２３４】
　以上のように、USBホスト１０と被検出機構２６２との接続と切断との切り替えに、ヒ
ステリシスを持たせることにより、USBホスト１０と被検出機構２６２との接続と切断と
の切り替えが、頻繁に生じることを防止することができる。
【０２３５】
　図１６は、接続検出部２８１が図１４に示したように構成される場合の制御部２７１（
図１３）の動作の例を説明するフローチャートである。
【０２３６】
　なお、図１６のフローチャートに従った動作の開始前においては、被検出機構２６２は
、USBホスト１０から切断されていることとする。
【０２３７】
　ステップＳ２１において、接続検出部２８１の判定部２９１は、受信部７２のミキサ１
２２が出力する、ミリ波帯の変調信号を周波数変換したベースバンド信号としての差動信
号のポジティブ信号のDCオフセットV1と、差動信号のネガティブ信号のDCオフセットV2と
の差分V1-V2を、受信部７２で受信された変調信号のパワーとして検出して、処理は、ス
テップＳ２２に進む。
【０２３８】
　ステップＳ２２では、判定部２９１は、変調信号のパワー（以下、信号パワーともいう
）が、接続閾値THclose以上であるかどうかを判定する。
【０２３９】
　ステップＳ２２において、信号パワーが接続閾値THclose以上でないと判定された場合
、すなわち、USBホスト１０とUSBデバイス２０とが、ミリ波ケーブル２５０及び６０を介
して接続されておらず、USBホスト１０からUSBデバイス２０に変調信号が送信されてきて
いない場合、処理は、ステップＳ２１に戻り、以下、同様の処理が繰り返される。
【０２４０】
　また、ステップＳ２２において、信号パワーが接続閾値THclose以上であると判定され
た場合、すなわち、USBホスト１０とUSBデバイス２０とが、ミリ波ケーブル２５０及び６
０を介して接続され、USBホスト１０からUSBデバイス２０に変調信号が送信されている場
合、判定部２９１は、接続検出結果を表す検出情報を、接続制御部２８２に供給して、処
理は、ステップＳ２３に進む。
【０２４１】
　ステップＳ２３では、接続制御部２８２は、判定部２９１からの検出情報に応じて、ス
イッチSW11及びSW12（図１４）をオンにすることにより、被検出機構２６２を、USBホス
ト１０に接続し、処理は、ステップＳ２４に進む。
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【０２４２】
　被検出機構２６２が、USBホスト１０に接続されることにより、USBホスト１０は、その
被検出機構２６２を構成するコモンモードインピーダンスとしての抵抗R11及びR12を検出
する。USBホスト１０は、コモンモードインピーダンスとしての抵抗R11及びR12を検出す
ると、USBデバイス２０と接続されたことを認識（検出）し、ポーリングとしてのベース
バンド信号の出力を開始する。
【０２４３】
　そして、USBデバイス２０が、USBホスト１０からのポーリングに対して応答すると、US
Bホスト１０とUSBデバイス２０との間で、コネクションが確立され、データ伝送が可能に
なる。
【０２４４】
　ステップＳ２４では、接続検出部２８１の判定部２９１が、ステップＳ２１と同様に、
受信部７２で受信された変調信号のパワーを検出して、処理は、ステップＳ２５に進む。
【０２４５】
　ステップＳ２５では、判定部２９１は、変調信号のパワー（信号パワー）が、切断閾値
THopen以下であるかどうかを判定する。
【０２４６】
　ステップＳ２５において、信号パワーが切断閾値THopen以下でないと判定された場合、
すなわち、例えば、ミリ波コネクタ５２と６２との接続が解除されておらず、USBホスト
１０（側の受信部７２）において、USBデバイス２０（側の送信部８１）からの変調信号
を受信することができる場合、処理は、ステップＳ２４に戻り、以下、同様の処理が繰り
返される。
【０２４７】
　また、ステップＳ２５において、信号パワーが切断閾値THopen以下であると判定された
場合、すなわち、例えば、ミリ波コネクタ５２と６２との接続が解除され、USBホスト１
０において、USBデバイス２０からの変調信号を受信することができない場合、判定部２
９１は、切断検出結果を表す検出情報を、接続制御部２８２に供給して、処理は、ステッ
プＳ２６に進む。
【０２４８】
　ステップＳ２６では、接続制御部２８２は、判定部２９１からの検出情報に応じて、ス
イッチSW11及びSW12（図１４）をオフにすることにより、被検出機構２６２を、USBホス
ト１０から切断して、処理は、ステップＳ２１に戻り、以下、同様の処理が繰り返される
。
【０２４９】
　被検出機構２６２が、USBホスト１０から切断されることにより、USBホスト１０は、そ
の被検出機構２６２を構成するコモンモードインピーダンスとしての抵抗R11及びR12（図
１４）を検出することができなくなる。これにより、USBホスト１０は、USBデバイス２０
と接続されていないことを認識（検出）し、ベースバンド信号の出力を停止する。
【０２５０】
　したがって、USBホスト１０が、USBデバイス２０と接続されていないのにもかかわらず
、ベースバンド信号を出力し続け、無駄に電力を消費することを防止することができる。
【０２５１】
　ここで、図１６において、ステップＳ２１，Ｓ２２、及び、Ｓ２６の処理が行われてい
る場合には、被検出機構２６２は、USBホスト１０から切断された状態になり、ステップ
Ｓ２３ないしＳ２５の処理が行われている場合には、被検出機構２６２は、USBホスト１
０に接続された状態になる。
【０２５２】
　なお、図１１の通信システムでは、USBホスト１０とUSBデバイス２０とが接続されたと
きに、USBデバイス２０側の送信部８１（図１２）が変調信号を送信していることを暗黙
の前提とし、接続検出部２８１（図１３）において、その変調信号のパワーに基づいて、
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USBホスト１０とUSBデバイス２０との接続状態を検出することとしたが、USBホスト１０
とUSBデバイス２０との接続状態を検出する検出方法は、これに限定されるものではない
。
【０２５３】
　すなわち、例えば、ミリ波コネクタ５２と６２とが接続されたときと、接続が解除され
たときとで、状態が異なるメカニカルな機構を、ミリ波コネクタ５２や６２に設け、その
メカニカルな機構の状態に基づいて、USBホスト１０とUSBデバイス２０との接続状態を検
出することができる。
【０２５４】
　この場合、USBホスト１０とUSBデバイス２０とが接続されているときには、通信部２５
１及び６３（図１２）を動作させ、USBホスト１０とUSBデバイス２０とが接続されていな
いときには、通信部２５１及び６３の動作を停止させることにより、消費電力を低減する
ことができる。
【０２５５】
　＜本技術を適用した通信システムの第３実施の形態＞
【０２５６】
　図１７は、本技術を適用した通信システムの第３実施の形態の構成例を示す図である。
【０２５７】
　図１７の通信システムでは、USBホスト３１０とUSBデバイス３２０とが、ミリ波対応電
気ケーブル３３０により接続されている。
【０２５８】
　USBホスト３１０は、USBホスト１０と同様のUSBホストとなる機能を有する電子機器で
あり、USBインターフェース３１１及びミリ波コネクタ３１２を有する。
【０２５９】
　USBインターフェース３１１は、USBによるデータ伝送を制御するインターフェースであ
り、ミリ波コネクタ３１２（が内蔵する通信部３１３）に接続されている。
【０２６０】
　ミリ波コネクタ３１２は、ミリ波コネクタ５２や６２（図６、図１１）と同様に、ミリ
波帯の変調信号を伝送する導波路となる誘電体等の材料で構成され、通信部３１３を内蔵
している。
【０２６１】
　通信部３１３は、通信部２０１（図６）や通信部２５１（図１１）と同様に構成され、
USBインターフェース３１１との間で、ベースバンド信号の送受信を行うとともに、導波
路としてのミリ波コネクタ３１２及び３３１を介し、通信部３３３との間で、ミリ波帯の
変調信号の送受信を行う。
【０２６２】
　USBデバイス３２０は、USBデバイス２０と同様のUSBデバイスとなる機能を有する電子
機器であり、USBインターフェース３２１及びミリ波コネクタ３２２を有する。
【０２６３】
　USBインターフェース３２１は、USBによるデータ伝送を制御するインターフェースであ
り、ミリ波コネクタ３２２（が内蔵する通信部３２３）に接続されている。
【０２６４】
　ミリ波コネクタ３２２は、ミリ波コネクタ５２や６２（図６、図１１）と同様に、ミリ
波帯の変調信号を伝送する導波路となる誘電体等の材料で構成され、通信部３２３を内蔵
している。
【０２６５】
　通信部３２３は、例えば、通信部６３（図６、図１１）と同様に構成され、USBインタ
ーフェース３２１との間で、ベースバンド信号の送受信を行うとともに、導波路としての
ミリ波コネクタ３２２及び３３２を介し、通信部３３４との間で、ミリ波帯の変調信号の
送受信を行う。
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【０２６６】
　ミリ波対応電気ケーブル３３０は、一端に、USBホスト３１０のミリ波コネクタ３１２
と勘合するミリ波コネクタ３３１が設けられ、他端に、USBデバイス３２０のミリ波コネ
クタ３２２と勘合するミリ波コネクタ３３２が設けられている、心線が導体のケーブルで
ある。
【０２６７】
　ミリ波コネクタ３３１及び３３２は、ミリ波コネクタ５２や６２（図６、図１１）と同
様に、ミリ波帯の変調信号を伝送する導波路となる誘電体等の材料で構成される。そして
、ミリ波コネクタ３３１は、通信部３３３を内蔵し、ミリ波コネクタ３３２は、通信部３
３４を内蔵している。
【０２６８】
　通信部３３３は、例えば、通信部６３（図６、図１１）と同様に構成され、導波路とし
てのミリ波コネクタ３３１及び３１２を介し、通信部３１３との間で、ミリ波帯の変調信
号の送受信を行うとともに、ミリ波対応電気ケーブル３３０の心線としての導体を介し、
通信部３３４との間で、ベースバンド信号の送受信を行う。
【０２６９】
　通信部３３４は、例えば、通信部５３（図３）と同様に構成され、導波路としてのミリ
波コネクタ３３２及び３２２を介し、通信部３２３との間で、ミリ波帯の変調信号の送受
信を行うとともに、ミリ波対応電気ケーブル３３０の心線としての導体を介し、通信部３
３３との間で、ベースバンド信号の送受信を行う。
【０２７０】
　図１７では、USBホスト３１０のミリ波コネクタ３１２に、ミリ波対応電気ケーブル３
３０のミリ波コネクタ３３１が接続されるとともに、USBデバイス３２０のミリ波コネク
タ３２２に、ミリ波対応電気ケーブル３３０のミリ波コネクタ３３２が接続されることに
よって、USBホスト３１０と、USBデバイス３２０とが、ミリ波対応電気ケーブル３３０を
介して接続される。
【０２７１】
　そして、通信部３１３と３３３との間での変調信号のやりとり、通信部３３３と３３４
との間でのベースバンド信号のやりとり、及び、通信部３３４と３２３との間での変調信
号のやりとりが行われることで、USBホスト３１０のUSBインターフェース３１１と、USB
デバイス３２０のUSBインターフェース３２１との間で、ベースバンド信号によるデータ
伝送が行われる。
【０２７２】
　図１７では、ミリ波コネクタ３１２，３２２，３３１、及び、３３２は、ミリ波コネク
タ５２及び６２と同様に、非金属で構成することができ、この場合、金属で構成されるコ
ネクタに比較して、防水や防塵の対応が容易になり、挿抜による接点の劣化を考慮せずに
済み、さらに、デザインの自由度を高くすることができる。
【０２７３】
　ここで、図６や図１１の通信システムでは、USBホスト１０とUSBデバイス２０との間で
、データ伝送を行うのに、２本のミリ波ケーブル２００（又は２５０）及び６０で、USB
ホスト１０とUSBデバイス２０とを接続する必要がある。
【０２７４】
　但し、図６や図１１の通信システムでは、図１７の場合のように、USBホスト１０やUSB
デバイス２０に、ミリ波コネクタ３１２や３２２のようなミリ波コネクタを設ける必要が
ない。
【０２７５】
　一方、図１７の通信システムでは、USBホスト３１０に、ミリ波コネクタ３１２を設け
るとともに、USBデバイス３２０に、ミリ波コネクタ３２２を設ける必要がある。
【０２７６】
　但し、図１７の通信システムでは、USBホスト３１０とUSBデバイス３２０との間で、デ
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ータ伝送を行うのに、１本のミリ波対応電気ケーブル３３０で、USBホスト３１０とUSBデ
バイス３２０とを接続することができる。
【０２７７】
　さらに、図１７の通信システムでは、USBホスト３１０とミリ波対応電気ケーブル３３
０との接続部分、及び、USBデバイス３２０とミリ波対応電気ケーブル３３０との接続部
分の両方で、防水や防塵の対応が容易になる等のメリットを享受することができる。
【０２７８】
　＜本技術を適用した通信システムの第４実施の形態＞
【０２７９】
　図１８は、本技術を適用した通信システムの第４実施の形態の構成例を示す図である。
【０２８０】
　なお、図中、図１７の場合と対応する部分については、同一の符号を付してあり、以下
では、その説明は、適宜省略する。
【０２８１】
　図１８の通信システムは、USBホスト３１０、及び、USBデバイス３２０を有する点で、
図１７の場合と共通するが、ミリ波対応電気ケーブル３３０に代えて、ミリ波伝送用ケー
ブル３５０が設けられている点で、図１７の場合と相違する。
【０２８２】
　ミリ波伝送用ケーブル３５０は、ミリ波帯の変調信号を伝送する導波路が心線になって
いるケーブルであり、一端に、USBホスト３１０のミリ波コネクタ３１２と勘合するミリ
波コネクタ３５１が設けられ、他端に、USBデバイス３２０のミリ波コネクタ３２２と勘
合するミリ波コネクタ３５２が設けられている。
【０２８３】
　ミリ波コネクタ３５１及び３５２は、ミリ波コネクタ５２や６２（図６、図１１）と同
様に、ミリ波帯の変調信号を伝送する導波路となる誘電体等の材料で構成される。
【０２８４】
　したがって、ミリ波伝送用ケーブル３５０の全体（ミリ波コネクタ３５１から３５２ま
での間）は、ミリ波帯の変調信号を伝送する導波路になっている。
【０２８５】
　図１８では、USBホスト３１０のミリ波コネクタ３１２に、ミリ波伝送用ケーブル３５
０のミリ波コネクタ３５１が接続されるとともに、USBデバイス３２０のミリ波コネクタ
３２２に、ミリ波伝送用ケーブル３５０のミリ波コネクタ３５２が接続されることによっ
て、USBホスト３１０と、USBデバイス３２０とが、ミリ波伝送用ケーブル３５０を介して
接続される。
【０２８６】
　そして、通信部３１３と３２３との間で、導波路としてのミリ波伝送用ケーブル３５０
を介して、ミリ波帯の変調信号のやりとりが行われることで、USBホスト３１０のUSBイン
ターフェース３１１と、USBデバイス３２０のUSBインターフェース３２１との間で、ベー
スバンド信号によるデータ伝送が行われる。
【０２８７】
　図１８の通信システムでも、図１７の場合と同様の効果を享受することができる。
【０２８８】
　＜本技術を適用した通信システムの第５実施の形態＞
【０２８９】
　図１９は、本技術を適用した通信システムの第５実施の形態の構成例を示す図である。
【０２９０】
　なお、図中、図１７の場合と対応する部分については、同一の符号を付してあり、以下
では、その説明は、適宜省略する。
【０２９１】
　図１９の通信システムは、USBホスト３１０、及び、USBデバイス３２０を有する点で、



(26) JP 6118286 B2 2017.4.19

10

20

30

40

50

図１７の場合と共通するが、ミリ波対応電気ケーブル３３０が設けられていない点で、図
１７の場合と相違する。
【０２９２】
　USBホスト３１０のミリ波コネクタ３１２、及び、USBデバイス３２０のミリ波コネクタ
３２２は、ミリ波対応電気ケーブル３３０のミリ波コネクタ３３１及び３３２（や、ミリ
波伝送用ケーブル３５０のミリ波コネクタ３５１及び３５２）に、それぞれ勘合する他、
互いに、直接勘合するようにも構成することができる。
【０２９３】
　図１９では、例えば、USBホストとしてのPC(Personal Computer)に、USBデバイスとし
てのUSBメモリが直接接続されている場合のように、USBホスト３１０のミリ波コネクタ３
１２と、USBデバイス３２０のミリ波コネクタ３２２とが直接接続される。
【０２９４】
　そして、ミリ波コネクタ３１２が有する通信部３１３とミリ波コネクタ３２２が有する
通信部３２３との間で、導波路としてのミリ波コネクタ３１２及び３２２を介して、ミリ
波帯の変調信号のやりとりが行われることで、USBホスト３１０のUSBインターフェース３
１１と、USBデバイス３２０のUSBインターフェース３２１との間で、ベースバンド信号に
よるデータ伝送が行われる。
【０２９５】
　図１９の通信システムでも、図１７の場合と同様の効果を享受することができる。
【０２９６】
　なお、本技術の実施の形態は、上述した実施の形態に限定されるものではなく、本技術
の要旨を逸脱しない範囲において種々の変更が可能である。
【０２９７】
　例えば、本実施の形態では、変調信号として、ミリ波帯の信号を採用したが、変調信号
としては、ミリ波よりも低い、又は、高い周波数帯の信号を採用することができる。
【０２９８】
　また、本実施の形態では、本技術を、USB規格に準拠した電子機器（により構成される
通信システム）に適用した場合について説明したが、本技術は、USB規格に準拠した電子
機器の他、例えば、PCI Expressをインターフェースとして有する電子機器のような、通
信相手の検出（通信相手との接続）を、その通信相手が有する被検出機構を用いて行う方
式を採用する電子機器等に適用することができる。
【０２９９】
　さらに、図６の通信システムでは、通信部２０１を、ミリ波コネクタ５２に内蔵させる
こととしたが、通信部２０１は、通信部６３との間に、変調信号を伝送する導波路が形成
されることを条件として、ミリ波ケーブル２００の任意の位置に内蔵させることができる
。通信部６３も、通信部２０１との間に、導波路が形成されることを条件として、ミリ波
コネクタ６２以外のミリ波ケーブル６０の任意の位置に内蔵させることができる。図１１
の通信システムについても、同様である。
【０３００】
　ここで、本明細書において、システムとは、複数の構成要素（装置、モジュール（部品
）等）の集合を意味し、すべての構成要素が同一筐体中にあるか否かは問わない。したが
って、別個の筐体に収納され、ネットワークを介して接続されている複数の装置、及び、
１つの筐体の中に複数のモジュールが収納されている１つの装置は、いずれも、システム
である。
【０３０１】
　また、本明細書に記載された効果はあくまで例示であって限定されるものではなく、他
の効果があってもよい。
【符号の説明】
【０３０４】
　１０　USBホスト，　１１　USBコネクタ，　２０　USBデバイス，　２１　USBコネクタ
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，　２２　被検出機構，　３０　USBケーブル，　３１，３２　USBコネクタ，　５０　ミ
リ波ケーブル，　５１　USBコネクタ，　５２　ミリ波コネクタ，　５３　通信部，　６
０　ミリ波ケーブル，　６１　USBコネクタ，　６２　ミリ波コネクタ，　６３　通信部
，　７１　送信部，　７２　受信部，　８１　送信部，　８２　受信部，　９１　アンプ
，　９２　発振器，　９３　ミキサ，　９４，１０１　アンプ，　１０２　ミキサ，　１
０３　アンプ，　１０４，１０５　コンデンサ，　１１１　アンプ，　１１２　発振器，
　１１３　ミキサ，　１１４，１２１　アンプ，　１２２　ミキサ，　１２３　アンプ，
　１２４，１２５　コンデンサ，　２００　ミリ波ケーブル，　２０１　通信部，　２０
２　被検出機構，　２１１　送信部，　２５０　ミリ波ケーブル，　２５１　通信部，　
２６１　送信部，　２６２　被検出機構，　２７１　制御部，　２８１　接続検出部，　
２８２　接続制御部，　２９１　判定部，　３１０　USBホスト，　３１１　USBインター
フェース，　３１２　ミリ波コネクタ，　３１３　通信部，　３２０　USBデバイス，　
３２１　USBインターフェース，　３２２　ミリ波コネクタ，　３２３　ミリ波コネクタ
，　３３０　ミリ波対応電気ケーブル，　３３１，３３２　ミリ波コネクタ，　３３３，
３３４　通信部，　３５０　ミリ波伝送用ケーブル，　３５１，３５２　ミリ波コネクタ

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】
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【図１３】 【図１４】
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【図１７】 【図１８】
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【図１９】
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